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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の裏面の除去対象物を除去する基板処理方法において、
　基板支持体で基板の外周端を支持し、基板の裏面の内周部から基板支持体の近傍までの
所定の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理範囲よりも外周側の除去対象物を除
去しない裏面処理工程と、
　基板の裏面の外周端から内周側の所定の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理
範囲よりも内周側の除去対象物を除去しない裏面周縁部処理工程と、
を有し、
　裏面処理工程での処理範囲と裏面周縁部処理工程での処理範囲とが重なる重畳処理範囲
を設け、
　前記裏面処理工程の後に基板の反転を行ってから前記裏面周縁部処理工程を行う、又は
、前記裏面周縁部処理工程の後に基板の反転を行ってから前記裏面処理工程を行うことを
特徴とする基板処理方法。
【請求項２】
　前記重畳処理範囲は、裏面処理工程と裏面周縁部処理工程のうちで先に行う工程で用い
る基板保持機構の偏心量よりも広い範囲としたことを特徴とする請求項１に記載の基板処
理方法。
【請求項３】
　前記裏面処理工程を行った後に、前記裏面周縁部処理工程を行い、その後、基板の表面
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の除去対象物を除去する表面処理工程を行うことを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の基板処理方法。
【請求項４】
　前記裏面周縁部処理工程を行った後に、基板の表面の除去対象物を除去する表面処理工
程を行い、その後、前記裏面処理工程を行うことを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の基板処理方法。
【請求項５】
　前記裏面周縁部処理工程では、基板の裏面の内周部を吸着して保持することを特徴とす
る請求項１～請求項４のいずれかに記載の基板処理方法。
【請求項６】
　基板の裏面の除去対象物を除去する基板処理システムにおいて、
　基板支持体で基板の外周端を支持し、基板の裏面の内周部から基板支持体の近傍までの
所定の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理範囲よりも外周側の除去対象物を除
去しない裏面処理装置と、
　基板の裏面の外周端から内周側の所定の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理
範囲よりも内周側の除去対象物を除去しない裏面周縁部処理装置と、
　基板を反転させる基板反転装置と、
を有し、
　裏面処理装置での処理範囲と裏面周縁部処理装置での処理範囲とが重なる重畳処理範囲
を設け、
　前記裏面処理装置による除去処理の後に前記基板反転装置による基板の反転を行ってか
ら前記裏面周縁部処理装置による除去処理を行う、又は、前記裏面周縁部処理装置による
除去処理の後に前記基板反転装置による基板の反転を行ってから前記裏面処理装置による
除去処理を行うことを特徴とする基板処理システム。
【請求項７】
　前記重畳処理範囲は、裏面処理装置と裏面周縁部処理装置のうちで先に動作させる装置
で用いる基板保持機構の偏心量よりも広い範囲としたことを特徴とする請求項６に記載の
基板処理システム。
【請求項８】
　前記裏面処理装置で基板の裏面を処理した後に、前記裏面周縁部処理装置で基板の裏面
を処理し、その後、基板の表面の除去対象物を除去する表面処理装置で基板の表面を処理
することを特徴とする請求項６又は請求項７に記載の基板処理システム。
【請求項９】
　前記裏面周縁部処理装置で基板の裏面を処理した後に、基板の表面の除去対象物を除去
する表面処理装置で基板の表面を処理し、その後、前記裏面処理装置で基板の裏面を処理
することを特徴とする請求項６又は請求項７に記載の基板処理システム。
【請求項１０】
　前記裏面周縁部処理装置は、基板の裏面の内周部を吸着して保持することを特徴とする
請求項６～請求項９のいずれかに記載の基板処理システム。
【請求項１１】
　基板の裏面の除去対象物を除去する基板処理システムを用いて基板の裏面を処理させる
基板処理プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体において、
　基板支持体で基板の外周端を支持し、基板の裏面の内周部から基板支持体の近傍までの
所定の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理範囲よりも外周側の除去対象物を除
去しない裏面処理装置を用いて基板の裏面を処理させる裏面処理工程と、
　基板の裏面の外周端から内周側の所定の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理
範囲よりも内周側の除去対象物を除去しない裏面周縁部処理装置を用いて基板の裏面を処
理させる裏面周縁部処理工程と、
を有し、
　裏面処理工程での処理範囲と裏面周縁部処理工程での処理範囲とが重なる重畳処理範囲
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を設け、
　前記裏面処理工程の後に基板反転装置によって基板を反転させてから前記裏面周縁部処
理工程を行う、又は、前記裏面周縁部処理工程の後に基板反転装置によって基板を反転さ
せてから前記裏面処理工程を行うことを特徴とする基板処理プログラムを記憶したコンピ
ュータ読み取り可能な記憶媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板の裏面の除去対象物を除去するための基板処理方法、基板処理システム
及び基板処理プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、半導体部品やフラットパネルディスプレイなどを製造する場合には、半導体
ウエハや液晶基板などの基板を基板保持機構で保持した状態で、基板の表面に対してエッ
チング処理や成膜処理や洗浄処理などの各種の処理を繰り返し行っている。
【０００３】
　そのため、基板に対して各種の処理を行う際に、基板の裏面が基板保持機構に接触する
ことによって、基板の裏面にパーティクル等の汚染物質が付着したり、基板の裏面に凸部
が形成されてしまうことがある。
【０００４】
　この基板の裏面に付着した汚染物質や基板の裏面に形成された凸部は、基板の各種処理
に悪影響を及ぼすおそれがある。そのため、基板の裏面に回転するブラシで洗浄や研磨な
どの処理を施して基板の裏面から汚染物質や凸部などの除去対象物を除去している。その
際には、基板の表面がパターン形成に使用されるために基板の表面を吸着して基板を保持
することができず、基板の外周端縁を基板支持体で支持しながら基板の裏面の内周部から
外周側の所定範囲をブラシで処理している（たとえば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２０９２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、基板の外周端縁を基板支持体で支持した場合には、基板の裏面の内周部から
外周側の所定範囲をブラシで処理しても、基板の外周端縁付近ではブラシが基板支持体に
接触してしまい、基板の外周端縁付近までブラシで処理することができなかった。
【０００７】
　そのため、従来においては、基板の外周端縁まで精度良く処理することが困難であり、
基板の外周端縁付近の除去対象物を良好に除去することができず、基板の裏面に残存する
汚染物質や基板の裏面の凸部の影響で基板の表面での処理精度が低下してしまい、除去対
象物が残存することによって基板の表面の処理に悪影響を与えるおそれがあった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そこで、本発明では、基板の裏面の除去対象物を除去する基板処理方法において、基板
支持体で基板の外周端縁を支持し、基板の裏面の内周部から基板支持体の近傍までの所定
の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理範囲よりも外周側の除去対象物を除去し
ない裏面処理工程と、基板の裏面の外周端から内周側の所定の処理範囲で除去対象物を除
去し前記所定の処理範囲よりも内周側の除去対象物を除去しない裏面周縁部処理工程とを
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有し、裏面処理工程での処理範囲と裏面周縁部処理工程での処理範囲とが重なる重畳処理
範囲を設け、前記裏面処理工程の後に基板の反転を行ってから前記裏面周縁部処理工程を
行う、又は、前記裏面周縁部処理工程の後に基板の反転を行ってから前記裏面処理工程を
行うことにした。
 
【０００９】
　また、前記重畳処理範囲は、裏面処理工程と裏面周縁部処理工程のうちで先に行う工程
で用いる基板保持機構の偏心量よりも広い範囲とすることにした。
【００１０】
　また、前記裏面処理工程を行った後に、前記裏面周縁部処理工程を行い、その後、基板
の表面の除去対象物を除去する表面処理工程を行うことにした。
【００１１】
　また、前記裏面周縁部処理工程を行った後に、基板の表面の除去対象物を除去する表面
処理工程を行い、その後、前記裏面処理工程を行うことにした。
【００１２】
　また、前記裏面周縁部処理工程では、基板の裏面の内周部を吸着して保持することにし
た。
【００１３】
　また、本発明では、基板の裏面の除去対象物を除去する基板処理システムにおいて、基
板支持体で基板の外周端縁を支持し、基板の裏面の内周部から基板支持体の近傍までの所
定の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理範囲よりも外周側の除去対象物を除去
しない裏面処理装置と、基板の裏面の外周端から内周側の所定の処理範囲で除去対象物を
除去し前記所定の処理範囲よりも内周側の除去対象物を除去しない裏面周縁部処理装置と
、基板を反転させる基板反転装置とを有し、裏面処理装置での処理範囲と裏面周縁部処理
装置での処理範囲とが重なる重畳処理範囲を設け、前記裏面処理装置による除去処理の後
に前記基板反転装置による基板の反転を行ってから前記裏面周縁部処理装置による除去処
理を行う、又は、前記裏面周縁部処理装置による除去処理の後に前記基板反転装置による
基板の反転を行ってから前記裏面処理装置による除去処理を行うことにした。
 
【００１４】
　また、前記重畳処理範囲は、裏面処理装置と裏面周縁部処理装置のうちで先に動作させ
る装置で用いる基板保持機構の偏心量よりも広い範囲とすることにした。
【００１５】
　また、前記裏面処理装置で基板の裏面を処理した後に、前記裏面周縁部処理装置で基板
の裏面を処理し、その後、基板の表面の除去対象物を除去する表面処理装置で基板の表面
を処理することにした。
【００１６】
　また、前記裏面周縁部処理装置で基板の裏面を処理した後に、基板の表面の除去対象物
を除去する表面処理装置で基板の表面を処理し、その後、前記裏面処理装置で基板の裏面
を処理することにした。
【００１７】
　また、前記裏面周縁部処理装置は、基板の裏面の内周部を吸着して保持することにした
。
【００１８】
　また、本発明では、基板の裏面の除去対象物を除去する基板処理システムを用いて基板
の裏面を処理させる基板処理プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
において、基板支持体で基板の外周端を支持し、基板の裏面の内周部から基板支持体の近
傍までの所定の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理範囲よりも外周側の除去対
象物を除去しない裏面処理装置を用いて基板の裏面を処理させる裏面処理工程と、基板の
裏面の外周端から内周側の所定の処理範囲で除去対象物を除去し前記所定の処理範囲より
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も内周側の除去対象物を除去しない裏面周縁部処理装置を用いて基板の裏面を処理させる
裏面周縁部処理工程とを有し、裏面処理工程での処理範囲と裏面周縁部処理工程での処理
範囲とが重なる重畳処理範囲を設け、前記裏面処理工程の後に基板反転装置によって基板
を反転させてから前記裏面周縁部処理工程を行う、又は、前記裏面周縁部処理工程の後に
基板反転装置によって基板を反転させてから前記裏面処理工程を行うことにした。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明では、基板の裏面の端縁部から除去対象物を良好に除去することができ、除去対
象物が残存することによる基板の表面の処理に与える悪影響を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】基板処理システムを示す平面説明図。
【図２】表面処理装置を示す側面説明図。
【図３】表面処理装置の動作を示す側面説明図。
【図４】裏面処理装置を示す側面説明図。
【図５】裏面処理装置の動作を示す側面説明図。
【図６】処理範囲を示す説明図。
【図７】裏面周縁部処理装置を示す側面説明図。
【図８】裏面周縁部処理装置の動作を示す側面説明図。
【図９】処理工程を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明に係る基板処理システム及び基板処理方法並びに基板処理プログラムの
具体的な構成について図面を参照しながら説明する。
【００２２】
　図１に示すように、基板処理システム１は、筺体２の前端部に基板搬入出台３を形成す
るとともに、基板搬入出台３の後部に基板処理室４を形成している。
【００２３】
　基板搬入出台３は、基板５（ここでは、半導体ウエハ。）を複数枚（たとえば、25枚。
）まとめて収容した複数個（ここでは、３個。）のキャリア６を上部に左右に並べて載置
している。
【００２４】
　そして、基板搬入出台３は、キャリア６と後部の基板処理室４との間で基板５の搬入及
び搬出を行うようにしている。
【００２５】
　基板処理室４は、中央部に基板搬送装置７を配置し、基板搬送装置７の一側部に基板反
転装置８と表面処理装置９とを前後に並べて配置するとともに、基板搬送装置７の他側部
に裏面処理装置10と裏面周縁部処理装置11とを前後に並べて配置している。ここで、基板
反転装置８は、基板５の表裏を反転させる装置である。表面処理装置９は、具体的な構成
は後述するが、基板５の表面に付着した汚染物質や基板５の表面に形成された凸部などの
除去対象物を基板５の表面から除去する装置である。裏面処理装置10は、具体的な構成は
後述するが、基板支持体で外周端縁を支持した基板５の裏面の内周部から基板支持体の近
傍までの範囲の除去対象物を除去する装置である。裏面周縁部処理装置11は、具体的な構
成は後述するが、基板５の外周端から内周側の範囲の除去対象物を除去する装置である。
 
【００２６】
　そして、基板処理室４は、基板搬送装置７で基板搬入出台３の所定のキャリア６から１
枚の基板５を受取り、基板搬送装置７で表面処理装置９、裏面処理装置10、裏面周縁部処
理装置11、及び基板反転装置８との間で基板５を搬送するとともに各装置9～11で基板５
を処理し、その基板５を基板搬送装置７で基板搬入出台３の所定のキャリア６に受渡すよ
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うにしている。
【００２７】
　この基板処理システム１は、制御装置12（コンピュータ）が接続されており、制御装置
12で読み取り可能な記憶媒体13に記憶した基板処理プログラムにしたがって基板５を処理
する。なお、記憶媒体13は、基板処理プログラム等の各種プログラムを記憶できる媒体で
あればよく、ＲＯＭやＲＡＭなどの半導体メモリ型の記憶媒体であってもハードディスク
やＣＤ－ＲＯＭなどのディスク型の記憶媒体であってもよい。
【００２８】
　なお、本発明に係る基板処理システムは、上記構成のように基板反転装置８と表面処理
装置９と裏面処理装置10と裏面周縁部処理装置11とを一体的に構成したシステムに限定さ
れるものではなく、各装置8～11をそれぞれ別々に独立して構成したシステムであっても
よい。また、基板処理システムは、基板５の裏面から除去対象物を除去するものであり、
後述するように、洗浄液を用いた洗浄処理によって除去対象物を除去する場合に限られず
、研磨材を用いた研磨処理によって除去対象物を除去するものでもよい。
【００２９】
　この基板処理システム１において、表面処理装置９は、図２に示すように、ケーシング
14の内部に基板保持機構15と基板処理機構16とを収容している。
【００３０】
　基板保持機構15は、基板５の表面（主面：回路形成面）を上側に向けた状態で基板５の
裏面の中央部（内周部）を吸着して基板５を水平に保持するとともに、保持した基板５を
回転させる機構である。この基板保持機構15は、回転軸17の上端部に円板状の吸引テーブ
ル18を取付けている。回転軸17には、基板回転駆動機構20が接続されており、吸引テーブ
ル18には、吸引機構21が接続されている。基板回転駆動機構20及び吸引機構21は、制御装
置12に接続されており、制御装置12でそれぞれ制御される。なお、吸引テーブル18の外周
外方には、処理液等の飛散を防止するカップ22を設けている。基板保持機構15は、基板５
の裏面を吸着して基板５を保持する構造に限られず、基板５の外周端縁を基板支持体で支
持して基板５を保持する構造としてもよい。
 
【００３１】
　基板処理機構16は、基板５の表面に洗浄液を供給し、基板５の表面を洗浄液で洗浄処理
することによって基板５の表面から除去対象物を除去する機構である。この基板処理機構
16は、支持軸23の上端部にアーム24の基端部を取付け、アーム24の先端部にノズル25を取
付けている。また、基板処理機構16は、洗浄液を供給するための洗浄液供給源26をノズル
25に流量調整器27を介して接続している。支持軸23には、アーム回転駆動機構28が接続さ
れている。流量調整器27及びアーム回転駆動機構28は、制御装置12に接続されており、制
御装置12でそれぞれ制御される。
【００３２】
　そして、表面処理装置９は、図３に示すように、基板保持機構15で基板５を水平に保持
しながら回転させ、基板処理機構16で基板５の表面に洗浄液を供給し、ノズル25を基板５
の表面の中央部から外周端へ移動させる。これにより、表面処理装置９は、基板５の表面
全体を洗浄処理して基板５の表面から除去対象物を除去する。
【００３３】
　また、基板処理システム１において、裏面処理装置10は、図４に示すように、ケーシン
グ29の内部に基板保持機構30と基板処理機構31とを収容している。
【００３４】
　基板保持機構30は、基板５の裏面を上側に向けた状態で基板５の外周端縁を挟持して基
板５を水平に保持するとともに、保持した基板５を回転させる機構である。この基板保持
機構30は、回転軸32の上端部に円板状のテーブル33を取付け、テーブル33の外周部に３個
の基板支持体34を円周方向に間隔をあけて取付けている。基板支持体34は、基板搬送装置
７から基板５を受取る受取位置と基板５の外周端縁を挟持する保持位置との間を移動可能
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となっており、保持位置では基板５の外周端上方を覆っている（図６参照。）。回転軸32
には、基板回転駆動機構35が接続されており、基板支持体34には、移動機構36が接続され
ている。基板回転駆動機構35及び移動機構36は、制御装置12に接続されており、制御装置
12でそれぞれ制御される。なお、テーブル33の外周外方には、処理液等の飛散を防止する
カップ37を設けている。
【００３５】
　この基板保持機構30には、回転軸32及びテーブル33の中央部に吐出流路38が形成されて
おり、その吐出流路38に、不活性ガス（たとえば、窒素ガス）を供給するための不活性ガ
ス供給源39を流量調整器40を介して接続している。流量調整器40は、制御装置12に接続さ
れており、制御装置12で制御される。
【００３６】
　基板処理機構31は、基板５の裏面に洗浄液を供給しながら基板５の裏面をブラシで洗浄
処理することによって基板５の裏面から除去対象物を除去する機構である。この基板処理
機構31は、支持軸41の上端部にアーム42の基端部を取付け、アーム42の先端部にブラシヘ
ッド43を取付け、ブラシヘッド43に洗浄ブラシ44を取付けている。また、基板処理機構31
は、基板５（テーブル33）の中央部に向けてノズル45を配置し、ノズル45に洗浄液を供給
するための洗浄液供給源46を流量調整器47を介して接続している。支持軸41には、アーム
昇降・回転駆動機構48が接続されており、ブラシヘッド43には、ブラシ回転駆動機構49が
接続されている。流量調整器47、アーム昇降・回転駆動機構48及びブラシ回転駆動機構49
は、制御装置12に接続されており、制御装置12でそれぞれ制御される。
【００３７】
　そして、裏面処理装置10は、図５に示すように、基板保持機構30で基板５を裏面を上側
に向けた状態で水平に保持しながら回転させ、基板処理機構31で基板５の裏面に洗浄液を
供給し、洗浄ブラシ44を回転させながら基板５の裏面の内周部（ここでは、中央部）から
洗浄ブラシ44が基板支持体34に接触しない位置まで移動させる。これにより、裏面処理装
置10は、図６(a)に示すように、基板５の裏面の内周部から基板支持体34の近傍までの所
定の処理範囲50を洗浄処理して基板５の裏面から除去対象物を除去する。
【００３８】
　また、基板処理システム１において、裏面周縁部処理装置11は、図７に示すように、ケ
ーシング52の内部に基板保持機構53と基板処理機構54とを収容している。
【００３９】
　基板保持機構53は、基板５の表面を上側に向けた状態で基板５の裏面の中央部（内周部
）を吸着して基板５を水平に保持するとともに、保持した基板５を回転させる機構である
。この基板保持機構53は、回転軸55の上端部に円板状の吸引テーブル56を取付けている。
回転軸55には、回転駆動機構57が接続されており、吸引テーブル56には、吸引機構58が接
続されている。回転駆動機構57及び吸引機構58は、制御装置12に接続されており、制御装
置12でそれぞれ制御される。なお、吸引テーブル56の外周外方には、処理液等の飛散を防
止するカップ59を設けている。
【００４０】
　基板処理機構54は、基板５の外周端縁及び基板５の裏面の外周端に洗浄液を供給しなが
ら基板５の外周端縁及び基板５の裏面の外周端を同時にブラシで洗浄処理することによっ
て基板５の裏面から除去対象物を除去する機構である。この基板処理機構54は、支持軸60
の上端部にアーム61の基端部を取付け、アーム61の先端部にブラシヘッド62を取付け、ブ
ラシヘッド62に洗浄ブラシ63を取付けている。また、基板処理機構54は、基板５の外周端
に向けてノズル64を配置し、ノズル64に洗浄液を供給するための洗浄液供給源65を流量調
整器66を介して接続している。支持軸60には、回転駆動機構67が接続されており、ブラシ
ヘッド62には、回転駆動機構68が接続されている。流量調整器66及び回転駆動機構67,68
は、制御装置12に接続されており、制御装置12でそれぞれ制御される。ここで、洗浄ブラ
シ63は、基板５の外周端縁に当接して洗浄処理する小径ブラシ部69と、小径ブラシ部69の
下方に連設し、小径ブラシ部69よりも大径で基板５の裏面の外周端に当接して洗浄処理す
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る大径ブラシ部70とで構成し、小径ブラシ部69を基板５の外周端縁に当接させるとともに
大径ブラシ部70を基板５の裏面の外周端に当接させる。さらに、基板５の外周端縁と裏面
の外周端とを同時に洗浄処理できる。なお、洗浄ブラシ63は、小径ブラシ部69を省略して
大径ブラシ部70だけで構成し、大径ブラシ部70を基板５の外周端縁から内周方向に移動さ
せて基板５の裏面の外周端を処理するようにしてもよい。
【００４１】
　そして、裏面周縁部処理装置11は、図８に示すように、基板保持機構53で基板５を裏面
を下側に向けた状態で水平に保持しながら回転させ、基板処理機構54で基板５の裏面の外
周端に洗浄液を供給し、洗浄ブラシ63を回転させながら基板５の外周端縁へ移動させる。
これにより、裏面周縁部処理装置11は、図６(b)に示すように、基板５の外周端縁及び裏
面の外周端から内周側の所定の処理範囲71を洗浄処理して基板５の裏面から除去対象物を
除去する。
【００４２】
　基板処理システム１では、図６(c)に示すように、裏面処理装置10で処理する基板５の
裏面の処理範囲50と、裏面周縁部処理装置11で処理する基板５の裏面の処理範囲71との間
に、裏面処理装置10及び裏面周縁部処理装置11の両方で処理する略リング状の重畳処理範
囲72を設定している。基板処理システム１では、この重畳処理範囲72を裏面処理装置10と
裏面周縁部処理装置11とで前後して重ねて処理することで、基板５の裏面から除去対象物
を良好に除去して、除去対象物が残存することによる基板５の表面の処理に与える悪影響
を抑制している。
【００４３】
　この重畳処理範囲72は、広く設定するほど除去対象物を良好に除去することができるが
、その分だけ処理時間が長くなりスループットの低下を招くため、少なくとも裏面処理装
置10の基板保持機構30と裏面周縁部処理装置11の基板保持機構53のうちで先に基板５の処
理を行ういずれかの基板保持機構30,53の偏心量よりも広い範囲とすれば、基板保持機構3
0,53の構造上の偏心量を吸収して基板５の裏面を良好に処理することができる。特に、洗
浄ブラシ63を小径ブラシ部69と大径ブラシ部70とで構成した場合には、小径ブラシ部69か
ら張出した大径ブラシ部70の半径方向の張出量を基板保持機構30,53の偏心量よりも大き
くすることで、重畳処理範囲72を基板保持機構30,53の偏心量よりも広い範囲とすること
が容易にできる。
【００４４】
　基板処理システム１は、以上に説明したように構成しており、記憶媒体13に記憶した基
板処理プログラムにしたがって以下に説明するように基板５の処理を行う。
【００４５】
　まず、基板処理プログラムでは、図９(a)に示すように、基板反転工程を実行する。こ
の基板反転工程では、基板反転装置８を用いて基板５の表裏を反転させ、基板５の裏面を
上方に向けた状態にする。
【００４６】
　次に、基板処理プログラムでは、図９(a)に示すように、裏面処理工程を実行する。こ
の裏面処理工程では、裏面処理装置10を用いて基板５の裏面の内周部から基板支持体34の
近傍までの所定の処理範囲50を洗浄処理して基板５の裏面から除去対象物を除去する。
【００４７】
　具体的には、基板処理システム１は、図５に示すように、制御装置12で基板保持機構30
の移動機構36を制御して基板支持体34を開いた状態とし、基板搬送装置７から１枚の基板
５を受取った後に移動機構36を制御して基板支持体34を閉じた状態とし、これにより、基
板５の外周端縁を基板支持体34で保持する。
【００４８】
　その後、基板処理システム１は、制御装置12で基板保持機構30の基板回転駆動機構35を
制御して回転軸32を回転させ、基板５を回転させる。また、制御装置12で基板処理機構31
の流量調整器47を制御して、洗浄液供給源46からノズル45を介して基板５の裏面中央部に
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向けて洗浄液を吐出する。さらに、制御装置12で基板処理機構31のアーム昇降・回転駆動
機構48及びブラシ回転駆動機構49を制御して、洗浄ブラシ44を回転させながら基板５の裏
面中央部と基板支持体34の近傍の間の処理範囲50を基板５の裏面に沿って移動させ、これ
により、基板５の裏面の内周部（中央部）から基板支持体34の近傍までの所定の処理範囲
50で除去対象物を除去する。その際に、制御装置12で流量調整器40を制御して、不活性ガ
ス供給源39から吐出流路38を介して基板５の表面（下面：パターン形成面）に向けて不活
性ガスを吐出するようにしている。これにより、基板５の裏面（上面）で除去された除去
対象物が基板５の表面（下面）に回り込んで付着してしまうのを防止している。
【００４９】
　その後、基板処理システム１は、制御装置12で流量調整器40,47を制御して洗浄液及び
不活性ガスの吐出を停止し、必要に応じて基板５のリンス処理や乾燥処理を行った後に、
制御装置12で基板保持機構30の基板回転駆動機構35を制御して基板５の回転を停止し、そ
の後、制御装置12で基板保持機構30の移動機構36を制御して基板支持体34を開いた状態と
し、基板搬送装置７へ基板５を受渡す。
【００５０】
　次に、基板処理プログラムでは、図９(a)に示すように、基板反転工程を実行する。こ
の基板反転工程では、基板反転装置８を用いて基板５の表裏を反転させ、基板５の表面を
上方に向けた状態にする。
【００５１】
　次に、基板処理プログラムでは、図９(a)に示すように、裏面周縁部処理工程を実行す
る。この裏面周縁部処理工程では、裏面周縁部処理装置11を用いて基板５の外周端縁及び
基板５の外周端から内周側の所定の処理範囲71を洗浄処理して基板５の裏面から除去対象
物を除去する。
【００５２】
　具体的には、基板処理システム１は、図８に示すように、基板搬送装置７から１枚の基
板５を受取った後に、制御装置12で基板保持機構53の吸引機構58を制御して吸引テーブル
56で基板５の裏面の中央部を吸引し、吸引テーブル56の上部に基板５を保持する。
【００５３】
　その後、基板処理システム１は、制御装置12で基板保持機構53の回転駆動機構57を制御
して回転軸55を回転させ、基板５を回転させる。また、制御装置12で基板処理機構54の流
量調整器66を制御して、洗浄液供給源65からノズル64を介して基板５の裏面の外周端に向
けて洗浄液を吐出する。さらに、制御装置12で基板処理機構54の回転駆動機構67,68を制
御して、洗浄ブラシ63を回転させながら基板５の外周端縁に当接させ、洗浄ブラシ63の小
径ブラシ部69で基板５の外周端縁を洗浄すると同時に洗浄ブラシ63の大径ブラシ部70で基
板５の裏面の外周端から内周側の所定の処理範囲71を洗浄する。これにより、基板５の外
周端縁及び基板５の外周端から内周側の所定の処理範囲71で除去対象物を除去する。
【００５４】
　その後、基板処理システム１は、制御装置12で流量調整器66を制御して洗浄液の吐出を
停止し、必要に応じて基板５のリンス処理や乾燥処理を行った後に、制御装置12で基板保
持機構53の回転駆動機構57を制御して基板５の回転を停止し、その後、制御装置12で基板
保持機構53の吸引機構58を制御して基板５の吸引を停止し、基板搬送装置７へ基板５を受
渡す。
【００５５】
　次に、基板処理プログラムでは、図９(a)に示すように、表面処理工程を実行する。こ
の表面処理工程では、表面処理装置９を用いて基板５の表面を洗浄処理して基板５の表面
から除去対象物を除去する。
【００５６】
　具体的には、基板処理システム１は、図３に示すように、基板搬送装置７から１枚の基
板５を受取った後に、制御装置12で基板保持機構15の吸引機構21を制御して吸引テーブル
19で基板５の裏面の中央部を吸引し、吸引テーブル19の上部に基板５を保持する。
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【００５７】
　その後、基板処理システム１は、制御装置12で基板保持機構15の基板回転駆動機構20を
制御して回転軸17を回転させ、基板５を回転させる。また、制御装置12で基板処理機構16
の流量調整器27を制御して、洗浄液供給源26からノズル25を介して基板５の表面中央部に
向けて洗浄液を吐出する。さらに、制御装置12で基板処理機構16のアーム回転駆動機構28
を制御して、ノズル25を基板５の表面中央部と外周端縁の間を移動させ、これにより、基
板５の表面から除去対象物を除去する。
【００５８】
　その後、基板処理システム１は、制御装置12で流量調整器27を制御して洗浄液の吐出を
停止し、必要に応じて基板５のリンス処理や乾燥処理を行った後に、制御装置12で基板保
持機構15の基板回転駆動機構20を制御して基板５の回転を停止し、その後、制御装置12で
基板保持機構15の吸引機構21を制御して基板５の吸引を停止し、基板搬送装置７へ基板５
を受渡す。
【００５９】
　基板処理プログラムで実行する基板処理方法は、図９(a)に示すように基板反転工程・
裏面処理工程・基板反転工程・裏面周縁部処理工程・表面処理工程の順で行う場合に限ら
れず、裏面処理工程と裏面周縁部処理工程とを適宜組み合わせて処理することができ、図
９(b)に示すように、裏面周縁部処理工程を行った後に、表面処理工程を行い、その後、
基板反転工程を行い、裏面処理工程と基板反転工程を行うようにしてもよい。さらに、図
９(c),(d)に示すように、裏面周縁部処理工程において、基板５の裏面を吸着して保持し
基板５の裏面の周縁部の処理に加えて基板５の表面の処理（表面処理工程）を同じ処理装
置で行うようにしてもよい。
【００６０】
　図９(a)に示すように、裏面処理工程を行った後に、裏面周縁部処理工程を行い、その
後、表面処理工程を行った場合には、表面処理工程が最後に行われるために、基板５の表
面を良好な状態にすることができ、また、基板５の裏面の処理が表面の処理よりも先に行
われるために、基板５の表面を処理する際に基板保持機構15の吸引テーブル18を汚染する
ことがない。
【００６１】
　また、図９(b)に示すように、裏面周縁部処理工程を行った後に、表面処理工程を行い
、その後、裏面処理工程を行った場合には、裏面周縁部処理工程や表面処理工程で基板５
の裏面に付着するおそれのある汚染物質等を最後の裏面処理工程で除去することができ、
基板５の表面への転写を防止することができ、また、裏面周縁部処理工程で基板５の裏面
に吸引跡が残ってしまっても最後の裏面処理工程で吸引跡を除去することができる。
【００６２】
　また、図９(c),(d)に示すように、裏面周縁部処理工程で表面処理工程を同時に行う場
合には、基板５の表裏の処理に要する時間を短縮することができスループットを向上させ
ることができる。
【００６３】
　以上に説明したように、基板処理システム１では、裏面処理工程で基板５の裏面の内周
部から基板支持体34の近傍までの所定の処理範囲50を処理して基板５の裏面から除去対象
物を除去するとともに、裏面周縁部処理工程で基板５の外周端から内周側の所定の処理範
囲71を処理して基板５の裏面から除去対象物を除去し、裏面処理工程及び裏面周縁部処理
工程で重畳処理範囲72を重ねて処理している。これにより、基板処理システム１では、基
板５の裏面から除去対象物を良好に除去することができ、汚染物質等の転写や基板５の裏
面の凹凸によるデフォーカスなどといった除去対象物が残存することによる基板５の表面
の処理に与える悪影響を抑制することができる。
【符号の説明】
【００６４】
　１　基板処理システム
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　５　基板
　10　裏面処理装置
　11　裏面周縁部処理装置
　34　基板支持体
　50　処理範囲
　71　処理範囲
　72　重畳処理範囲
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【図４】
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【図５】
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